




美（理）容所構造設備概要

待合所床面積

3.3㎡以上
（内寸で算定）

受

付

毛髪箱

汚物箱

作業場床面積(内寸で測定)
○美(理)容椅子が２脚以下
のとき9.9 ㎡以上

○美(理)容椅子が１脚増す
ごとに3.3 ㎡加算

施設一般

・作業場は一定の区画を設け居室と区分
・作業場と待合所は区別して設ける

➀ 床・腰板（作業場）

不浸透性材料
（例：コンクリート、タイル、リノリューム又は板等）

②洗髪・洗場

・水回りは洗髪及び洗場の最低２つ設ける
・洗髪設備は給湯可能とする
・水道蛇口より直接給水可能とする
（タンク式は不可）

③換気設備

美（理）容所内の炭酸ガス量は５㎤/L  以下に保持

④毛髪箱、汚物箱

各々別途に備え、ふた付きとする

⑤消毒設備

・器具容器（消毒済用、未消毒用）
・消毒液、外傷救急箱

➀

②

換気扇または窓③

④
⑤

鏡

鏡

洗髪設備

⑥ 布片入れ容器

使用済みタオル入れ（カゴ等も可）

⑦ その他設備(照明)

照明の採光は作業面で100LUX以上
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